














（２）報酬の支払い方法 役員報酬規程 第5条

●職員の給与等に関する規程

（１）基本給、手当、賞与等 給与規程 第3条

(２)給与の計算方法・支払方法 給与規程 第4条

●理事の職務権限に関する規程

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職
務分担が規定されていること

理事の職務権限規程 職務権限規程 第3条～第7条

⚫ 倫理に関する規程

（１）基本的人権の尊重 倫理規程 第4条

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除） 倫理規程 第5条

（３）私的利益追求の禁止 倫理規程 第6条

（４）利益相反等の防止及び開示 倫理規程 第7条

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利
益を与える行為を行わない」という内容を含んでいること

倫理規程 第8条

（６）情報開示及び説明責任 倫理規程 第9条

（７）個人情報の保護 倫理規程 第10条

● 利益相反防止に関する規程

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利
益相反を防ぐ措置」について具体的に示すこと

役員の利益相反防止のための自己申告等に
関する規程

第3条

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係
者に対し、特別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

倫理規程 第8条

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適
切な組織において内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいるこ
と

倫理規程 第7条

⚫ コンプライアンスに関する規程

（１）   コンプライアンス担当組織
実施等担う部署が設置されていること

コンプライアンス・マニュアル
3ページ、「3.推進体制」の
(1)～(3)

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等
を担う部署が設置されている 」という内容を含んでいること

コンプライアンス・マニュアル
3ページ、「3.推進体制」の
(2)～(3)

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時 には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施
し、その 内容を公表する」という内容を含んでいること

コンプライアンス・マニュアル
4ページ、「4.違反行為への
対応」の(3)

⚫ 公益通報者保護に関する規程

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい） 公益通報者保護規程 第4条
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